
 

 

議案第５７号 

 

   令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第１５号） 

 

令和３年度尼崎市の一般会計補正予算（第１５号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０４，８０５千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３６，４８６，４

４４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」によ

る。 

（市債の補正） 

第３条 市債の変更は、「第３表市債補正」による。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議57



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

40 国 庫 支 出 金 73,705,649 88,905 73,794,554

10 国 庫 補 助 金 26,610,101 88,905 26,699,006

75 市 債 18,050,507 215,900 18,266,407

05 市 債 18,050,507 215,900 18,266,407

236,181,639 304,805 236,486,444

　歳　　　出

50 教 育 費 19,540,543 304,805 19,845,348

10 小 学 校 費 1,583,514 264,706 1,848,220

15 中 学 校 費 1,027,685 40,099 1,067,784

236,181,639 304,805 236,486,444

　

補正前の額

　

補正額

（単位　千円）

計

補正額款 項 補正前の額

歳  出  合　計

款 項

歳  入  合　計

計
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第２表　　繰越明許費補正

（単位　千円）

　追　　　加

　変　　　更

第３表　　市債補正
（単位　千円）

　変　　　更

款 項 事　　業　　名 金　額

50 教 育 費 10 小 学 校 費 特別支援学級教室整備事業 22,422

補正後の額

50 教 育 費 10 小 学 校 費 各 種 施 設 整 備 事 業 242,284

50 教 育 費 15 中 学 校 費 各 種 施 設 整 備 事 業

補正前の額

116,330

起　債　の　目　的 補　　正　　前 補　　正　　後

学 校 施 設 整 備 事 業 費 限 度 額 2,511,200 限 度 額 2,627,600

156,429

款 項 事　　業　　名
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（補正１５号）

一 般 会 計

予 算 説 明 書
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２　繰 越 明 許 費 明 細 書
（単位　千円）

　追　　　加

事　　　業　　　名 金　　額 繰　　　越　　　理　　　由

50 教 育 費 10 小 学 校 費 10 学 校 建 設 費 特 別 支 援 学 級 教 室 整 備 事 業 22,422
国の補正予算による事業の前倒しに伴い、事業の年度
内完了が見込めないため

50 教 育 費 10 小 学 校 費 10 学 校 建 設 費 各 種 施 設 整 備 事 業 242,284
国の補正予算の活用に伴い、事業の年度内完了が見込
めないため

　変　　　更

事　　　業　　　名 繰　　　越　　　理　　　由

補正前の額 補正前

116,330

補　正　額
40,099 補正後

補正後の額

156,429

各 種 施 設 整 備 事 業

工程の見直し等に伴い、事業の年度内完了が見込めな
いため

国の補正予算の活用等に伴い、事業の年度内完了が見
込めないため

50 教 育 費 15 中 学 校 費 10 学 校 建 設 費

款 項 目 金　　額

目項款
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議 58 

議案第５８号 

   尼崎市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する   

   条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年２月２４日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する   

   条例の一部を改正する条例 

 尼崎市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭

和３１年尼崎市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」

に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月に支給すべき期末手当に関する特例措置） 

２  尼崎市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

（以下「議員報酬等条例」という。）第５条第１項の規定に基づき令

和４年６月に支給すべき期末手当（以下「対象期末手当」という。）

の額は、この条例による改正後の議員報酬等条例第５条第２項の規定

にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額（以下「基準

額」という。）から、議員報酬等条例第５条第１項の規定に基づき令

和３年１２月に支給された期末手当の額に１６７．５分の１０を乗じ

て得た額に相当する額（以下「調整額」という。）を控除した額とす

る。この場合において、調整額が基準額以上の額となるときは、同項

の規定にかかわらず、対象期末手当は、支給しない。 

（委任） 

３ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

市長が定める。 
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（説 明） 

  市議会議員の期末手当の支給月数を改定するため、条例改正が必要

であることから、本案を提出する。 



議 59 

議案第５９号 

   尼崎市職員の給与に関する条例及び尼崎市一般職の任期付職   

   員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例   

   について 

 尼崎市職員の給与に関する条例及び尼崎市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  令和４年２月２４日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市職員の給与に関する条例及び尼崎市一般職の任期付職   

   員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例   

（尼崎市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 尼崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年尼崎市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

  第２１条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」

に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２

０」に、「１００分の７２．５」を「１００分の６７．５」に改める。 

（尼崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

改正） 

第２条 尼崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成２２年尼崎市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第６項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」

に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月に支給すべき期末手当に関する特例措置） 

２ 尼崎市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）第２

１条第１項の規定に基づき令和４年６月に支給すべき期末手当（以下

「対象期末手当」という。）の額は、第１条の規定による改正後の給



議 59-2 

与条例第２１条第２項（同条第３項の規定及び第２条の規定による改

正後の尼崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（以下「改正後の任期付職員条例」という。）第４条第６項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）並びに給与条例第２１条第４

項及び第５項（同項の規定を改正後の任期付職員条例第４条第６項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）並びに第２２条の３第

１項及び第２項の規定その他の期末手当の額の算定に関する条例等の

規定で市長が別に定めるものにかかわらず、これらの規定により算定

される期末手当の額（以下「基準額」という。）から、給与条例第２

１条第１項の規定に基づき令和３年１２月に支給された期末手当の額

に、同月１日（同日前１箇月以内に退職した者にあっては、その退職

した日。以下「基準日」という。）における次に掲げる職員（基準日

において給与条例の適用を受けていた者をいう。以下同じ。）の区分

に応じ当該号に定める割合を乗じて得た額に相当する額（以下「調整

額」という。）を控除した額とする。この場合において、調整額が基

準額以上の額となるときは、同項の規定にかかわらず、対象期末手当

は、支給しない。 

   再任用職員（給与条例第４条に規定する再任用職員をいう。以下

同じ。）以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、当該ア又はイ

に定める割合 

  ア イに掲げる職員以外の職員 １２７．５分の１５ 

  イ 尼崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

第４条第１項に規定する特定任期付職員 １６７．５分の１０ 

   再任用職員 ７２．５分の１０ 

３ 尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例（昭和２８年尼崎市条例第１６号）その他の市長が別に定める条

例等の規定に基づき令和３年１２月に期末手当が支給された者に対す

る前項の規定の適用については、同項中「給与条例第２１条第１項の

規定に基づき令和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月１日

（同日前１箇月以内に退職した者にあっては、その退職した日。以下
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「基準日」という。）における次に掲げる職員（基準日において給与

条例の適用を受けていた者をいう。以下同じ。）の区分に応じ当該号

に定める割合を乗じて得た額に相当する」とあるのは「尼崎市公営企

業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和２８

年尼崎市条例第１６号）の適用を受ける者その他の市長が別に定める

者との権衡を考慮して市長が別に定める」と、「同項」とあるのは

「給与条例第２１条第１項」とする。 

（委任） 

４ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項

は、市長が定める。 

 

 

 

（説 明） 

  職員の期末手当の支給月数を改定するため、条例改正が必要である

ことから、本案を提出する。 





議 60 

議案第６０号 

   尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条   

   例の一部を改正する条例について 

 尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定する。 

  令和４年２月２４日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条   

   例の一部を改正する条例 

 尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和

３６年尼崎市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．

５」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月に支給すべき期末手当に関する特例措置） 

２ 尼崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（以

下「給与等条例」という。）第３条第１項の規定に基づき令和４年６

月に支給すべき期末手当（以下「対象期末手当」という。）の額は、

この条例による改正後の給与等条例第３条第２項及び給与等条例第３

条第３項の規定その他の期末手当の額の算定に関する条例等の規定で

市長が別に定めるものにかかわらず、これらの規定により算定される

期末手当の額（以下「基準額」という。）から、給与等条例第３条第

１項の規定に基づき令和３年１２月に支給された期末手当の額に１６

７．５分の１０を乗じて得た額に相当する額（以下「調整額」とい

う。）を控除した額とする。この場合において、調整額が基準額以上

の額となるときは、同項の規定にかかわらず、対象期末手当は、支給

しない。 

（委任） 



議 60-2 

３ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

市長が定める。 

 

 

 

（説 明） 

  市長及び副市長の期末手当の支給月数を改定するため、条例改正が

必要であることから、本案を提出する。 


